
農地転用（  4 条・5 条  ）申請に必要な手続き一覧  

必 要

番 号

に ○  

  書   類   名  

 

参     考     事     項  

部  

 

数  

点

検

欄  

1 
申請書  事務局よりさしあげます。※職業欄記載

のご協力願います（町 HP から取得可能） 

申  請  書  ２   

別    紙    

2 

土地登記事項証明書

(全部事項証明のみ )  

柳川法務局より（１部は原本必修、１部はコピー可）  

・宅地等一体利用地がある場合はその土地も必要  

・相続や分筆の必要があれば相続・分筆登記後  

２  

 

３  
住民票もしくは戸籍

附票  

譲受人が町外者の場合、及び譲渡人が登記住所と異なる場合

等  
２  

 

4 
付近見取図  及び  

位置図  

付 近 見 取 図 : 位 置 を 確 認 で き る 地 図 （ ゼ ン リ ン 地 図 等

1/5,000 程度）、位置図 :添付 1/30,000 地図に記入  
２  

 

5 
字図  法務局の字図（ 1 部は原本必修）、※別図表示がある場合、

税務町民課の 1/500 の字図（各 1 部はコピー可）  

各

２  

 

 

６  

現況平面図  申請地を含む周囲の現況（地目・面積・所有者耕作者）が分

かる図面。のり面有無・形状や幅員、道路との高さ等も記入  
２   

 のり 面 が 有る 場

合  

道路管理者の承認（町道と国県道で申請先が異なる）  

町道の場合「建設水道課」にて事前協議が必要  
２   

 

 

 

 

７  

 

 

配置図  

 

※事業計画、被害防

除計画内の記載分

は明記  

※縦横断面図・土留

構造図（住宅以外及

び 、 開 発 面 積 が

1000 ㎡越えるな

ど周囲に対する被

害防除で必要な場

合）  

建物の位置、境界からの距離、建物の構造、規模の記入、     

排水処理方法を (浄化槽、溜桝、排水路、側溝 )等の図示  

雨水排水についても排水先、排水の方向を図示  

（例）  コンクリートブロック（ＣＢ）３段積み等を記入  

 

 Ｎ  

 

 

 

 

 

 

 

●転用敷地内の雨水・下水等が隣接地（農地・道路等）に

迷惑をかけないように処理する必要があります。  

２  

 

 大 き い 空地 が あ

る場合  

必要な理由を具体的に、配置図の中に図示（駐車場・作業場

等）と数量（車○台、作業場○㎡等）を記載願います。  

  

敷地 拡 張 や宅 地

等一体利用有  

既存住宅・倉庫等の図示と面積を記載し、所有者が申請者以

外の場合事業への同意書、未分筆時は測量図も必要です。  

  

他民有地に配管  配管設置承諾書が必要です。（親子間であっても必要）  2  

８  建物の図面  平面図、立面図  ２   

９  
隣接農地承諾書  隣接農地の所有者及び耕作者の同意書  ※原則として添付  

※農地以外もトラブルとならない様に説明をお願いします。 
１  

 

 

 

10 

資金計画書  様式は事務局よりさしあげます。  ２   

 工事見積書  建築、盛土等の見積書  建築業者・設計業者等   

※１部は業者印付原本  
２  

 

 

資金調達証明  

金融機関の融資借入  

証明書等  

預貯金残高証明書等  

・見積額以上が必要です。  

・申請者名義以外（家族名義等）

は融資証明書も必要です。  

※１部は金融機関等発行原本  

２  

 

      ｍ          ｍ     側溝  

               ■  

  m          m                      m 

                                          道  

        ■               

               m 

ｍ                   

    水   路                       

 

倉  

 

庫  

 

住  宅  

浄化槽  

Ｃ Ｂ ３ 段  

 

  

Ｃ

Ｂ

３

段

 



必 要

番 号

に ○  

  書   類   名  

 

参     考     事     項  

部  

 

数  

点

検

欄  

11 
①  事業計画書及び  

②  被害防除計画書  

一般住宅や住宅用駐車場は不要。転用目的が工場、駐車場、

資材置き場等住宅以外の場合必要です。（様式は事務局より） 

各

２  

 

12 
小作地合意解約通知

書  

申請地が小作地の場合、農地法第 18 条合意解約が必要です。 

※永小作（残存小作）では離作補償が生じる場合があります。 
１  

 

13 

三潴南部土地改良区

意見書  

(℡ 0944-87-2245)   

◎八町牟田、絵下古賀、上木佐木、

上牟田口、上八院下  

◎三八松、筏溝  ※対象田か確認  

大川市荻島 472（福岡大城

農協大川支店内）  

※地区総代の確認印が必要  

１  

 

14 

筑 後 川 土 地 改 良 区  

意見書  

(℡ 0942-65-0101) 

◎笹渕、前牟田、横溝、上白垣  

※対象農地か確認  ※ R4.8～受

付 :月末迄→交付 :翌月 15 日  

久 留 米 市 三 潴 町 高 三 潴

1256-1 

※地区総代の確認印が必要  

１  

 

15 

大 木 町 土 地 改 良 区  

意見書  

(℡ 0944-32-1013) 

土地改良事業施行地  

（土地登記事項証明書により

対象農地か確認）  

大木町大字八町牟田 255-1

（役場３Ｆ）  

※地区総代の確認印が必要  

２  

 

16 水利関係承諾書  
地区町有水路管理委員会  

（四角印の押印が必要）  

原則として地区区長が兼務

してあります。  
２  

 

17 

管

理

者

承

諾  

新規 で 道 路横 断

埋設 配 管 ・側 溝

設置する場合  

道路に新規埋設配管・新規側溝による排水予定の場合は、道

路管理者の承諾が必要です。 (国県道路側溝・河川・幹線水

路に新規の排水は原則としてできません )  

２  

 

町道 等 既 存側 溝

を利用する場合  

原則は直接水路へ排水ですが、隣接した水路が無い場合は道

路管理者に側溝接続施工承認見込の事前確認が必要です。  
２  

 

18 法人関係書類  
法人を証する登記事項証明書（ 1 部は原本必修）  ２   

※定款・寄付行為の写（必要な場合お知らせします）  ２   

19 
賃貸借・使用貸借・

売買契約書のコピー  

親子間の土地使用貸借についても契約書の写しが必要です。 

※売買予約等の契約書写しが必要になる場合があります。  
２  

 

 

20 

地区担当委員へ内容

説明  ※出来る限り

申請者本人から説明

をお願いします。  

地区担当委員へ２５日迄に申請書内容説明をお願いします。

終了後速やかに、事務局へ電話連絡をお願いします。  

※説明後の連絡が遅いと総会提案が遅れる場合があります。 

農業委員会事務局  ＴＥＬ０９４４－３２－０９０４  

  

21 

総会時の内容説明依

頼  

開発面積 3,000 ㎡、建設戸数２０戸、建築階数４階以上の

他、公害等の発生が予測される施設などは総会に出席いただ

き内容説明をお願いします。  

  

22 
代 理 権 授 与 通 知 書  

（委任状）  

行政書士等代理人の場合は必要になります。  
1 

 

23 
宅地建物取引業を営

んでいる方  

宅地建物取引業免許の写（複数戸の区画開発は必修）   

※転用申請開発販売中の場合  建築住宅の進捗状況一覧表  
２  

 

24 特定建築条件付売買  ①  誓約書  ②申請書別紙  ③  土地売買契約書（案）  ２   

25 代替地比較表  
「別紙」事前協議（確認・書類）を参照してください。  

※１種農地は原則必要です。2 種農地は必要な場合有  

２   

26 
その他（必要な場合） 

※盛土規制法など  

相続人確認（戸籍謄本と相続関係説明図）、県許可申請 (写 )

盛土規制法 30 ㎝高&500 ㎡超、開発許可 3,000 ㎡超  

２   

 

◎転用の手続きは  毎月２５日まで  に提出して下さい。  

（２５日までにすべての書類を揃え、直ちに県農林へ提出し事前協議と現地確認が必要となってい

ますので、お早めにご相談ください。）※２月 ,４月 ,１２月は受付日が 20 日迄になります。  

◎申請書提出後、すみやかに  地区担当農業委員に申請内容の説明   を

お願いします。地区担当委員は別紙一覧表を参照願います。  



農地転用（  4 条・5 条  ）申請の事前協議（確認・書類）  
番 号    書   類   名  参     考     事     項    

1 

農業振興地域除外地

（白地）の確認  

※町 HP アップ有  

農用地（青地）であれば転用出来ません。  

除外申請（年 2 回受付）を産業振興課にする必要があります。 

※農業用施設用地等は用途区分変更により転用できる場合

があります。  

  

2 

小作地かどうかの確

認（集落営農法人の

機構貸付時、補助金

返還対象確認）※１  

□申請地が小作地の場合、農地法第 18 条（推進機構の場合

別様式）の合意解約が必要です。  

※永小作（残存小作）では離作補償が生じる場合があります。 

□集落営農法人に中間管理事業を通じて貸している場合補

助金返還が生じる場合があります。  

  

３  

特 定 対 象 処 分 農 地

（経営移譲農業者年

金受給者）確認※1 

申請地が特定対象処分農地の場合、経営移譲年金が支給停止

となる場合があります。  

年金基金に提出する申請書が必要となります。  

  

４  
現況の状態聞き取り

確認  

現地の状況と周囲が分かるもの（できれば写真による確認） 

※無断転用の場合は原則として現況復帰が必要です。    

５  

盛土規制法の県許可

必 要 か の 有 無 確 認  

※1 

盛土が 1ｍ超又は 30ｃｍ超かつ 500 ㎡超の場合などは、

建設水道課（又は県開発・盛土指導課 092-643-3762）

に事前確認願います。※県許可が必要な場合は許可申請書受

付（写）の提出が必要となります。  Ｒ7.10～  

2  

6 

農 地 区 分 の

確認  

 

＊ 右 記 基 準

以 外 に も 判

断 基 準 が あ

ります。  

３種  ①  役場、八丁牟田駅、大溝駅からおおむね 300ｍ以内    

２ 種

農地  

①  役場、八丁牟田駅、大溝駅からおおむね 500ｍ以内  

②  周りが宅地等で生産性が低く（小集団農地）かつ土地改

良事業していない農地（１種か３種農地以外の農地）  
 

 

１ 種

農地  

①  農用地（青地）の土地改良事業施行地（登記記載確認）  

※小さな農地で連たんされていなくても１種農地です。  

②  １０ｈａ以上農地が集団化されている。  

※水路と道路を挟んだ農地は分断とはなりません。（少し

でも連坦していれば集団化とみなされます。  

※鉄道、河川、442 号バイパスの現状片道２車線部分は

分断とみなされる場合があります。  

 

 

7 

例 外 的 に 転

用 許 可 で き

る 場 合 の 確

認  

 

＊ 右 記 以 外

に も 例 外 が

あります。  

１ 種

農地  

①  農業用施設、地元農畜産処理加工施設  

②  農業の振興に資する施設（公民館、農村公園など）  

③  集落接続した住宅（アパート、建売分譲住宅含む）  

④  集落接続した集落内居住者の日常生活上又は業務上必要

な施設 (大規模施設の場合は既存施設が有る場合のみ可 )  

⑤  既存施設の拡張（既存施設の敷地 2 分の１まで）  

 

 

２ 種

農地  

①  上記記載の１種農地例外施設  

②  アパート等集合住宅、建売分譲住宅  

③  集落外の方による開発  
 

 

８  

代 替 地 (候 補

地 )比較表  

※地図添付  

※１  

＊ 農 振 除 外

申 請 分 の 写

しでも可  

※申請者所有の宅地と第 3 種農地等は候補地記載が必修です。  

※転用が１種農地の場合 2・３種農地の所有があれば転用不可です。

（転用が 2 種農地の場合は、３種農地所有なら転用不可）  

 

 

１ 種

農地  

上記例外許可の番号で  

・①  ②  ③  ④  の場合必要  2 
 

２ 種

農地  

上記 1 種＆２種農地例外許可の場合は不要  

※集落接続とならない集落外者施設の場合必要  ２  
 

部 数  確 認  



番 号    書   類   名  参     考     事     項    

９  

共通確認事項  立地条件で優良農地を分断する転用はできません    

 建築基準法  ①  道路幅は４ｍ以上確保出来るようセットバックが必要で

す。（４ｍ未満の場合は原則中央線から２ｍ以上）  
 

 

②  申請宅地と２ｍ以上の接道が必要です。    

③  容積率は２００％以内です。    

転用適合基準  ④  建ぺい率 (1 階床面積÷転用面積 )は 22％（一般住宅のみ）

～70％内になっています。（例外 18%で可の場合有）  
 

 

⑤  転用限度面積は原則として一般住宅 500 ㎡まで、農家

住宅 1000 ㎡までです。（例外規定有）  
 

 

10 

□道路と転用地の間

にのり面が有る場合  

□道路内に側溝を新

設する場合  

※１  

道路管理者（町道の場合は建設水道課）の承認（町道と国県

道で申請先が異なる）が必要ですので、事前協議をお願いし

ます。  

※道路工事施工承認申請書など、許可・承認申請書が必要な

場合は受付済みの写しを提出願います。  

２  

※ １  

 

11 

排水等、新規で道路

横断埋設配管する場

合  ※１  

道路に新規埋設配管し排水する場合は、道路管理者の承諾が

必要です。 (国県の道路溝側・河川・幹線水路に新規の排水

は原則としてできません。 )  ※同上  

２  

※ １  
 

12 

排水経路に町道（等）

の既存道路側溝を利

用する場合  

※１  

原則として直接水路へ排水する必要があります。  

※隣接水路が無いなど、やむを得ない場合に既存道路側溝へ

排水管接続する場合は、道路管理者に側溝接続施工承認の見

込があるか事前確認が必要です。  

 

 

13 
雑種地（資材置場・

駐車場など）※1 

一時転用で目標達成できる場合は一時転用申請となります。 

３年間利用報告の提出が必要となります。  Ｒ６～    

14 

①建売住宅（分譲）  

②特定建築条件付売

買予定地（分譲）  

※１  

①建築住宅の進捗状況一覧表  

転用申請済農地転用を伴う建売分譲住宅販売が半分未満の

場合は新たな転用申請ができません。  

※完了報告を提出していない開発がある場合は必ず記載し、

無しの場合も「該当無し」で提出  

②特定建築条件付売買予定地  

１．誓約書  ２．申請書の別紙特定建築条件付売買予定地用  

３．下記記載付き契約書（案） ⅰ土地売買 3 ヶ月以内指定

業者建築請負規定  ⅱⅰの解除条件  ⅲ引渡時期が建築確

認申請後又は建築後  

2 

 

15 月極駐車場等  ※１  駐車場使用契約書（案）が必要です。  ２   

16 

開発行為等の事前協

議書の受理書  ※１  

開発面積 1,000 ㎡以上又は、開発戸数４戸以上の場合は「建

設水道課」へ事前協議書提出し受理書（写）が必要です。  

※3,000 ㎡を超える場合は県許可申請が必要  

１  

 

17 

開発区域（上記以外

も含む）道路での寄

付採納基準  

建築物に通ずる開発区域（分譲住宅等）内の道路は 5.0ｍ以

上必要です。  

       道路    幅員     5.0ｍ以上  

上記は最低基準であり事前に建設水道課と協議が必要です。 

  

 

 

 

※１  該当する場合は申請書に添付する必要がある項目です。   Ver.202512 

立地条件・農地区分確認のため許認可権者である福岡県筑後農林

事務所と事前協議が基本的には必要ですので申請書提出前に相談

をお願いします。  


